
■緑丘地区地区計画 
名 称 緑丘地区地区計画 

位 置 四日市市緑丘町の一部 

面 積 約 5.8ha 

地
区
計
画
の
目
標 

本地区は、市街化区域に位置し従前、民間企業の社宅

用地として利用され、遊休化していた地区であったが、

道路、公園、調整池などの都市基盤の整備を伴う民間

の宅地開発が行われ、新たに住宅市街地が整備されつ

つある地区である。 
 また、本市の都心部より約 3km、近鉄名古屋線阿倉
川駅から約 1km という場所にあり、近傍には、総合

公園として垂坂公園が一部供用、都市計画道路阿倉川

西富田線が全区間供用開始となるなど都市施設も充実

しつつある地区であり、周辺は主に住宅系土地利用が

行われており、住宅市街地が形成されている地区であ

る。 
本計画は、良好な居住環境を将来にわたって維持、

向上させていくことを目標とし、周辺市街地との調和

を図り、もって良質な住宅市街地の形成を図るもので

ある。 

土
地
利
用
の
方
針 

調和のとれた良好な住宅市街地としての発展を期す

るため、建築物等の規制・誘導を推進し、良好で緑あ

ふれ、ゆとりある居住環境の形成と合理的な土地利用

を図る。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

建
築
物
等
の
整
備
方
針 

閑静でゆとりと落ち着きのある住環境の形成のた

め、一戸建て住宅を基本とした建築物の用途制限を定

めるとともに、建築物の容積率の最高限度、建ぺい率

の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位

置の制限、建築物等の階数、高さの最高限度などを設

け、併せて建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は柵

の構造基準を設けることにより、周辺への日照をはじ

めとする住環境への配慮及び良好な景観形成を図る。

地 
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整 

備 

計 
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建
築
物
等
の
用
途
の
制
限 

次の各号に掲げる用に供する建築物以外の建築物は

建築してはならない。 
１ 住宅 
２ 2戸以下の長屋 
３ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を

兼ねるもののうち建築基準法(昭和 25 年法律第
201号)に基づく建築基準法施行令(昭和 25年政令
第 338 号。以下「政令」という。)第 130 条の 3
に定めるもの 

４ 学校(大学、高等学校、専修学校及び各種学校を除
く。)、図書館その他これらに類するもの 

５ 診療所 
６ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政

令第 130条の 4に定める公益上必要な建築物 
７ 前各号の建築物に付属するもの(政令第130条の5
第 1号、第 3号及び第 5号に定めるものを除く。) 
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建
築
物
の
容
積 

率
の
最
高
限
度 

８／１０ 

建
築
物
の
建
ぺ
い 

率
の
最
高
限
度 

５／１０ 
※角地等の緩和については、四日市市建築基準法施行細則第８条を準用する。 

建
築
物
の
敷
地
面

積
の
最
低
限
度 

１６５㎡ 

壁
面
の
位
置
の
制
限 

１．建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路境

界については 1.5m以上、隣地境界については 1m以上とすること。ただし、
これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 
ア)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3m以下であるもの。 
イ) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが 2.3m 以下で、かつ、床面
積の合計が 5㎡以内であるもの。そのうち自動車車庫にあっては、その壁が
敷地境界線より 0.6m以上後退し、柱及び屋根が道路境界線より 0.6m以上後
退したもの。 

２．柵あるいは門柱及び塀等を設置する場合は、道路境界から 0.6m以上後退し
た位置とすること。 

建
築
物
等
の
高 

さ
の
最
高
限
度 

１． 高さは 10m以下かつ、２階以下とすること。 
２．当該部分から隣地境界線上までの真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得た
ものに 5mを加えたもの以下とすること。 

建
築
物
等
の
形
態 

又
は
意
匠
の
制
限 

１．屋外広告物及び建築物の屋根、外壁又はこれに代わる柱は、低彩度の色とし、

刺激的な装飾を避け落ち着きのあるものとする。 
２．建築物の主たる屋根は、勾配屋根を基本とすること。 

垣
又
は
柵
の
構
造 

１．緑の連続性を確保するため、道路、公園及びフットパスに面する垣及び柵は、

生垣あるいはネットフェンス等の透視性のあるフェンス等とし、ブロック壁

等これに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎のブ

ロック等で高さ 0.4m以下のもの、門柱及び門塀で左右の袖の同一線への水平
投影長さの合計 2.5m 以下のもの、道路境界線より４m 以上後退した位置に
設置するもの又は勝手口の目隠し等で最小限のものは、この限りではない。 

２．柵あるいは門柱及び塀等を設置する場合は、道路境界線から 0.6m以上後退
した位置に設置すること。 

・区域は計画図表示のとおり。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡 例 

地 区 計

画区域 

 


